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イ
ン
と
裁
判
所
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務
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は
適
用
さ
れ
な
い
ガ
イ
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ラ
イ
ン

2

裁
判
所
に
み
る
常
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・
非
常
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員
間
の
待
遇
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1
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の
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当
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1

手
当
支
＾
，
い
：
cJ／
忍
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2
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ロ
バ
，
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口
〗1
1ど
し
て
規
定
し
て
い
る

て
い
る
ほ
か
、
パ
ー
ト
タ

尺
休
的
に
は
、

労
働
契
約
千
〔

口
裁
判
所
職
員
」
も
、
そ

の
定
め
が
あ
る
(
、

Ill

0
法
律
は
、
国
家
公
務
員
万
、
い

の
趣
旨
は
あ
っ
た
。

な
る
待
遇
差
が
不
合
理
な
も
の
で
あ
り
、

公
務
員
に
は
適
用
さ
れ
な
い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

は

フ
ィ
ン
と
裁
判
所

2

休
職
制
ぃ
丈
／
日
1ー

1

ふ
ぷ
い

五
ま
と
め
―

い
こ
と
は
他
人
に
強
訓
し
fjs

や
地
方
公
務
員
に
は
そ
の
す
べ
て
が
適
用
を
除
外
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

項
一
三
号
が
「
特
別
職
ー

＞
て
は
、
適
用
し
な
い
」

平
成
二
八
年
一
―
一
月
―

1
0
日
、
「
正
規
か
非
正
規
か
と
い
う
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
な
い
均
等
・
均
衡
待
遇
を
確
保
し
、
同
一
労
働

同
一
賃
金
の
実
現
に
向
け
て
策
定
」
さ
れ
た
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」
が
、
第
五
回
「
働
き
方
改
革
実
現
会
議
」
の

資
料
と
し
て
公
表
さ
れ
た
。
□

い
わ
ゆ
る
正
規
雇
用
労
働
者
と
非
正
規
雇
用
労
働
者
と
の
間
で
、
待
遇
差
が
存
在
す
る
場
合
に
、

、、しカ

い
か
な
る
待
遇
差
は
不
合
理
な
も
の
で
な
い
の
か
」
を
示
す
。
そ
こ
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案

し
か
し
な
が
ら
、
正
規
雇
用
労
働
者
（
無
期
雇
用
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
）
と
非
正
規
雇
用
労
働
者
（
有
期
雇
用
労
働
者
ま
た
は
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
）
と
の
間
に
お
け
る
待
遇
差
（
労
働
条
件
や
待
遇
の
相
違
）
を
、
「
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
」
と
規
定
す
る
、
労
働
契
約
法
―

1
0
条
や
「
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
法
」
と
い
う
）
八
条
の
規
定
が
公
務
員
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
法
律
は
、
国
家
公
務
員

（阪大法学） 66 (6-2) 103(〕



一賃金」に関する覚書 主
冗◇示

辿
勤
手
当

丈
費
＇
人
給

I 

仇
賀
地
裁
は
月
頷

一
ガ
万
月

合

n給
七

一

4

ハ
11

月
祖
一
四
カ
六

l'J 

n給

月

，

こ

円

一

月

頷

パ
給
X

二

o
nて
換
算
）

時

刷

外

就
菜
時
間

て
も
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
適
用
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
民
間
企
業
に
と
っ
て
は
、
想
像
を
超
え
る
現
実
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

非
常
勤
職
員
の
こ
と
を
、
裁
判
所
で
は
事
務
補
助
員
と
い
う
。
そ
の
募
集
は
、

代
替
職
員
と
し
て
募
集
）
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
勤
務
条
件
が
記
載
さ
れ
て
い
た

フ
ル
タ
イ
ム
、
一
屁
用
期
間
の
定
め
あ
り
（
四
か
月
未
満
）

平
成
二
九
年
二
月
一

n‘IIpj年
h

月

八

n

契
約
更
新
の

llJ
能
袢
あ
り
（
条

flあ
り
）

八
恥
―

0
分、
1

あ
り

I
J
 

廿
じ

月

T
均
一
寺
閲

な
し

休
憩
恥
間

四
上
分

屈
町
期
間

東
い
地
裁
立
川
支
部

で
他
人
事
で
あ
っ
て
、

（
一
部
、
順
序
や
表
記
法
を
変
更
）
。

平
成
二
九
年
二
月
一
六

n‘1同
年
h
月
二
四

n

契
約
更
妍
の
可
能
袢
あ
り
（
条

flあ
り
）

臼
万
パ
じ
．
二
円

（
月
額

IIn給
X

ニ―

nて
換
V

9

就
菜
杉
態

仇

加

い

地

裁

表
1

裁
判
所
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
（
事
務
補
助
員
）
の
募
集
例

わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
最
近
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
に
ア
ッ
プ
さ
れ
た
も
の

（
い
ず
れ
も
、
産
休

2

裁
判
所
に
み
る
常
勤
・
非
常
勤
職
員
間
の
待
遇
差

イ
ド
ラ
イ
ン
は
、

間
で
、

仮
に

し
て
も
、
そ
れ
が
問
題
と

ゆ
え
、

¥
常
勤
職
員
と
い
う
正
規

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

（
公
共
職
業
安
定
所
）
を
通
し
て
行

こ
と
も
な
い
。

れ
る
非
正
規

し＼
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口
八
円
）
は
、
給
与
法
に
定
い

一
級
一
号
俸
(
-
四
万
一

11] 

い
）
と
、

し
く
い
も
の
と
な
っ
て
い

日
、
五
二
週
で
計
算
〗

、
最
低
額
(
-
四
万

口
賀
地
裁
の
場
合
、

1
1
9ヽ

計
算
さ
れ
て
い
る
た
め
、

；
る
一
般
職
の
職
員
と
は

の
地
域
手
当
の
支
給
割
合
は
―
二
％
、
佐
賀
市
は
ゼ
ロ
）
、

一
定
の
ル
ル
が
存
在
す
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

人
事
院
規
則
一
五
一
四

休
憩
時
間
を
除
く
一
日
の
勤
務
時
間
は
七
時
間
四
五
分
と
、

•
そ
の
他
袖
助
事
務

裁
判
所
の
職
員
は
、
特
別
職
の
職
員
で
あ
る
た
め
、
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
給
与
法
」
と
い
う
）

や

「
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
勤
務
時
間
法
」
と
い
う
）
が
直
接
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と

は
い
え
、
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
は
、
こ
れ
ら
の
一
般
職
に
適
用
さ
れ
る
法
律
に
つ
い
て
も
、
ご
く
一
部
の
規
定
を
除
い
て
、
大
半

の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
な
お
、
国
家
公
務
員
法
に
つ
い
て
も
、
同
法
の
附
則
一
六
条
が
準
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

労
働
三
法
や
最
低
賃
金
法
は
、
裁
判
所
の
職
員
に
は
適
用
さ
れ
な
い
）
。

祉
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
七
条
一
項
―
一
号
に
定
め
る
原
則
（
六

0
分
）
と
は
異
な
る
が
、
四

五
分
と
す
る
こ
と
は
同
規
則
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
賃
金
日
額
に
み
る
東
京
地
裁
立
川
支
部
と
佐
賀
地
裁
と
の
差
は
、

人
事
院
規
則
九
四
九
（
地
域
手
当
）
別
表
第
一
に
定
め
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
の
差
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
（
立
川
市

（阪大法学） 66 (6-4) 

什
キ
の
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容

加
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保
険
等

＾ヽ竹

ビ

頁

与

雇

m保
険
・

・
パ
ソ
コ
ン

・
ド
H

類
の
受
付

一
般
職
の
職
員
と
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、
休
憩
時
間
は
四
五
分
と
、

パ

八

出

力

及

び

入

力

内
容
の
確
刃
院
日
業
な
ど
、
そ
の
他
付
随
す
る
業
務

103>

り

9

年
令
保
険

な
し



び
―
―
一
月
一
日
以
前
の
六
：
JlIIUIー，

の
長
さ
に
よ
っ
て

i
k
:

几
条
の
七
に
よ
っ
て
勤
勉
5
)
:
I

大
卒
（
一
般
職
）

常
勤
職
員
の
場
合
、

を
行
う
職
務
」
の
級
と
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ー
ー
，
よ
り
期
末
手
当
（
そ

常
勤
職
員
と
の
差
が
大
又
し
ー
＞

一賃金」に関する覚書

②
 
ち
な
み
に
、
人
事
院
規
則
九
八
別
表
第

同
上
）
と
は
比
ぶ
べ
く
も
な
い
。

員
の
頭
打
ち
号
俸
は
、
こ
れ
を
も
下
回
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

主
冗◇示

①
常
勤
職
員
の
場
合
、
人
事
院
規
則
九
八

は
否
め
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

）
れ
を
全
国
共
通
の
ル
ー
ル
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

，
‘
[
＂

□
[
金
を
支
給
す
る
の
が
裁
刊
~
[
口

レ
ー
レ

？
 

っ
て
い
る
と
考
え
て
、

し¥

で
あ
る
六
月
一
日

他
方
、
事
務
補
助
員
に
1

又`

ま
り
、

六
万
一
六
九
八
円
）

は

の
一
級
一
号
俸
ぃ

ん
一
七

0
0
円
、
同
上
）

さ
れ
る
通
勤
手
当
に
は
日
額
七
三

0
円
の
上
限
が
あ
る
こ
と
や
、
賞
与
を
不
支
給
と
す
る
こ
と
も
、
双
方
の
地
裁
で
共
通
し
て
お
り
、

た
だ
し
、
常
勤
職
員
と
比
較
し
た
場
合
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
非
常
勤
職
員
と
の
待
遇
差
に
は
か
な
り
大
き
な
も
の
が
あ
る
こ
と

（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
別
表
第
一
一
「
初
任
給
基
準
表
」
に
よ
れ
ば
、

の
初
任
給
は
一
級
二
五
号
俸
(
-
七
万
八
二

0
0
円
、
地
域
手
当
を
含
ま
な
い
）
と
さ
れ
て
お
り
、
非
常
勤
職

一
級
の
最
高
号
俸
で
あ
る
九
三
号
俸
（
二
四
万
六
六

0
0
円、

五
級
別
標
準
職
務
表
」
に
よ
り
、
行
政
職
俸
給
表

H
の
一
級
は
「
定
型
的
な
業
務

常
勤
職
員
の
場
合
、
通
勤
手
当
の
上
限
は
、
給
与
法
―
―
一
条
―
一
項
一
号
に
よ
り
、
月
額
五
万
五

0
0
0
円
と
さ
れ
て
お
り
、
非

の
範
囲
で
、
事
務
補
助
□

11/;0

て
い
る
こ
と
が
わ
か
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と
は
い
え
、
こ
う
し
た
常
勤
職
員
と
非
常
勤
職
員
と
の
待
遇
差
は
、
裁
判
所
に
固
有
の
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」

あ
る
大
臣
が
ト
ッ
プ
に
立
つ
各
府
省
や
、
同
会
議
に
有
識
者
と
し
て
参
加
し
た
複
数
の
教
員
が
所
属
す
る
国
立
大
学
に
お
い
て
も
、
等

し
く
み
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

常
勤
職
員
の
初
任
給
を
基
準
と
し
て
決
ま
る
給
与

常
勤
を
要
し
な
い
職
員
。
給
与
法
に
い
う
非
常
勤
職
員
と
は
、
こ
の
よ
う
な
職
員
を
指
す
。
し
か
し
、
給
与
法
に
定
め
る
「
非
常
勤

職
員
の
給
与
」
に
関
す
る
規
定
は
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
「
常
勤
の
職
員
の
給
与
と
の
権
衡
を
考
慮
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
給
与

を
支
給
す
る
」
（
ニ
―
一
条
―
一
項
）
と
、
支
給
に
際
し
て
の
考
え
方
を
ご
く
抽
象
的
に
定
め
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

第
二
十
二
条
（
一
項
、

者

注

）

以

外

2

前
項
に
定
め
る
職
[11"

（
非
常
勤
職
員
の
給
与
）

い
る
）
。
そ
こ
で
、
支
給

が
、
そ
れ
ぞ
れ
支
給
さ
れ

しl

＇
」
つ
い
て
は
、
各
庁
の
長
い
口

非
常
勤
職
員
の
給
与
決
定

の
職
に
あ
る
者
「
ヘ

の
検
討
に
当
た
っ
た
「
働
き
方
改
革
実
現
会
議
」

な
る
。

の
支
給
額
の
合
計
は
、

二
以
下
で
明

の
メ
ン
バ
ー
で

の
権
衡
を
考
慮
し
、

こ
れ
ら
に
準
ず
る
職

の
四
・
三
か
月
分
と
な

（阪大法学） 66 (6-6) 10⑰ I 



一賃金」に関する覚書 主
冗◇示

§
常
勤
職
員
と
し
て
採
用
x
ニハ

一
項
の
内
容
は
、

(/>

支
給
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ー
ロ
い
ば
理
解
で
き
な
い
代
物
ピ
し

4
 
3
 
2

通
勤
手
当
に
相
当
す
る
給
与
を
支
給
す
る
こ
と
。

ー

他
の
い

3

前
二
項

の
範
囲
内
で
、

し
て
、
そ
の

給
実
甲
第
一

0
六
四
号
）
が
あ
り
、
次
の
四
項
目
が
支
給
に
当
た
っ
て
の
指
針
と
さ
れ
た
。

務
の
級
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
最
下
位
の
職
務
の
級
）

の
法
律
に
別
段
の
定
が
入
／
し

1

ぃ
こ
ご
、

ー
海

t
t
第
四
項
に
い

ー
ば
非
常
勤
職
員
の
給
与
は

こ
う
し
た
な
か
、
平
成
―

1
0
年
に
、
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
給
与
の
適
正
な
支
給
を
目
的
と
し
て
、
人
事
院
事
務
総
長
名
で
発
出
さ

れ
た
通
知
に
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
一
―
―
一
条
第
二
項
の
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
給
与
に
つ
い
て
」
（
八
月
一
一
六
日

基
本
と
な
る
給
与
を
、
当
該
非
常
勤
職
員
の
職
務
と
類
似
す
る
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
（
当
該
職

の
初
号
俸
の
俸
給
月
額
を
基
礎
と
し
て
、

職
務
内
容
、
在
勤
す
る
地
域
及
び
職
務
経
験
等
の
要
素
を
考
慮
し
て
決
定
し
、
支
給
す
る
こ
と
。

相
当
長
期
に
わ
た
っ
て
勤
務
す
る
非
常
勤
職
員
に
対
し
て
は
、
期
末
手
当
に
相
当
す
る
給
与
を
、
勤
務
期
間
等
を
考
慮
の
上

各
庁
の
長
は
、
非
常
勤
職
員
の
給
与
に
関
し
、
前
三
項
の
規
定
の
趣
旨
に
沿
っ
た
規
程
を
整
備
す
る
こ
と
。

以
に
定
め
る
給
与
を
除
く
外

66 (6-7) 1035 [2017. 3] 
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表

2
|
1

た
と
え
ば
、
平
成
―
―
八
年
―
二
月
二
二
日
付
け
の
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
に
よ
る
「
非
常
勤
職
員
（
期
間
業
務
職
員
／
時
間

雇
用
職
員
）
採
用
の
お
知
ら
せ
」
（
ネ
ッ
ト
版
）
に
は
、
以
下
の
記
述
が
あ
る

文
部
科
学
省
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
（
期
間
業
務
職
員
／
時
間
雇
用
職
員
）
の
募
集
例

2
 
具
体
例
か
ら
み
た
非
常
勤
職
員
の
給
与

ぃ
ヵ
い
い
要
項
等
か
ら
判
断
す
る

ど
の
省
庁
も
い
ま
だ
に

し＼

し＼

い
た
め
、
非
常
勤
職
員

（
一
部
、
順
序
や
表
記
法
を
変
更
）
。

ロ
＼
し
う
に
し
て
決
定
さ
れ
る
の

（阪大法学） 66 (6-8) 10⑰ li 



人
~
ー
孔
法
を
変
更
）
。

（
期
間
業
務
職
員
）

に
は
、
以
下
の
記
述
が
主

に
合
わ
せ
る
形
で
、

一賃金」に関する覚書

ま
た
、
「
時
間
雇
用
職
員
」
と
い
う
言
葉
は
、
文
部
科
学
省
と
そ
の
関
係
機
関
で
こ
そ
よ
く
使
用
さ
れ
る

前
の
国
立
大
学
も
多
用
し
て
い
た
）
も
の
の
、
他
の
省
庁
で
は
あ
ま
り
そ
の
使
用
例
を
み
な
い
。
同
省
の
ク
造
語
ク
と
い
っ
て
も
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
「
週
二
九
時
間
」
と
い
う
勤
務
時
間
は
、
「
期
間
業
務
職
員
」
以
外
の
非
常
勤
職
員
と
し
て
は
、
最
も
長
い
勤

務
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
同
じ
平
成
二
八
年
一
―
一
月
二
二
日
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
同
省
大
臣
官
房
人
事
課
の
「
非
常
勤

（
平
成
一
六
年
の
法
人
化

主
冗◇示

そ
こ
に
い
う
「
期
間
業
務
職
員
」
を
、
人
事
院
規
則
八
―
―
-
（
職
員
の
任
免
）

四
条
一
三
号
は
、
「
相
当
の
期
間
任
用
さ
れ
る
職

公
務
員
〕
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
（
定
年
後
の
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
指
す
注
）
そ

の
他
人
事
院
が
定
め
る
官
職
蘊
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
者
を
い
う

い
フ
ル
タ
イ
ム
の
非
常
勤
職
員
が
期
間
業
務
職
員
全
体
（
三
万
四
二
九
人
）

注
）
を
除
く
。
）
に
就
け
る
た
め
に
任
用
さ
れ
る
職
員
」
と
定
義
し
て
い
る
が
、
現
状
で
は
勤
務
時
間
が
常
勤
職
員
と
変
わ
ら
な

(
2
)
 

の
四
割
近
く
（
三
八
・
八
％
）
を
占
め
る
。

員
を
就
け
る
べ
き
官
職
以
外
の
官
職
で
あ
る
非
常
勤
官
職
で
あ
っ
て
、

一
会
計
年
度
内
に
限
っ
て
臨
時
的
に
置
か
れ
る
も
の

二
国
家

66 (6-9) 1037 [2017. 3] 



四
万
六
0
六
九
円
と
な
い

三
円
と
な
り
、

級

11
政
職
俸
給
表

H
に
こ

の
額
に
基
本
的
な
違
い
は
な
い
）
。

凸
万
六
一

0
0
円
）
が
祖
5
1

¥
m

円
）
に
柑
当
す
る
の
に
月
＼

(/>

こ
に
な
る
。

VJ
場
合
に
は
、

又
晶
科
学
省
の
最
低
額
は
、

い
月
額
換
算
で
一
口
）
/

差
異
が
あ
る

両
者
を
比
較
対
照
す
れ
ば
、
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、
文
部
科
学
省
と
厚
生
労
働
省
と
で
は
、
期
間
業
務
職
員
の
給
与
日
額
に
若
干
の

（なお、前者における期間業務職員の日給と時間雇用職員の時給は、支払い方法の相違にとどまり、そ

そ給
喜
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表
2
|
2

厚
生
労
働
省
に
お
け
る
昇
嘗
勘
闘
員
面
罰
間
累
務
職
員
）
の
募
集
例

（阪大法学） 66 (6-10) 10⑰ド



3

任
命
権
者
は
、

の
更
新
に
当
た
っ

1

口
乙
要
か
つ
十
分
な
任
期
を

る
必
要
が
生
じ
た
場
介
し

の
範
囲
内
に
お
い

こ
と
が
で
き
る
。

2

任
命
権
者
は
、
特
別
ul

一賃金」に関する覚書

第
四
十
六
条
の

（
非
常
勤
職
員
の
任
期
）

主
冗◇示

3
 
以
下
、
項
を
改
め
て
、
こ
の
よ
う
に
な
る
仕
組
み
を
説
明
し
た
い
。

六
二
六
四
円
と
な
り
、

な
り
、

ベ
ー
ス
と
し
て
、

他
方
、
期
間
業
務
職
員
の
給
与
の
最
高
額
は
、
文
部
科
学
省
の
場
合
、
地
域
手
当
を
含
ま
な
い
月
額
換
算
で
一
九
万
一
三
八
九
円
と

一
級
三
三
号
俸
(
-
九
万
一
七

0
0
円
）
に
相
当
す
る
の
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
省
の
場
合
に
は
、
同
じ
月
額
換
算
で
一
九
万

一
級
三
六
号
俸
(
-
九
万
六
二

0
0
円
）
が
相
当
す
る
給
与
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
任
用
期
間
の
「
更
新
」
に

よ
っ
て
、
給
与
が
「
改
訂
」
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
れ
以
上
は
「
昇
給
」
し
な
い
。

事
実
上
の
「
昇
給
」
と
頭
打
ち

人
事
院
規
則
八
―
二
（
職
員
の
任
免
）
に
は
、
「
非
常
勤
職
員
の
任
期
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
規
定
が
存
在
す
る
。

期
間
業
務
職
員
を
採
用
す
る
場
合
は
、
当
該
採
用
の
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間

の
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

口
最
低
額
を
決
定
し
た
も

の
初
任
給
に
当
た
る
バ

い
場
合
の
高
卒
初
任
給
〗
□

八
事
院
規
則
九
ー
八

口
基
準
）
別
表
第

の
職
務
に
従
事
ぶ
ふ
日

お
り
、
両
省
は
、
こ

ぃ

6

、

t
 

一
級
五
号
俸
は
高
卒

66 (6-11) 1039 [2017. 3 l 



う
考
え
る
と
、

~
ぅ
八
り
へ
部
科
学
省
の
場
合
、

□

口
乙
俸
ず
つ
「
昇
給
」
す
る

ー
＼
採
用
が
行
わ
れ
る
こ
と

冒
、
↑
的
昇
給
例

一
級
三
三
号
俸
に
111:I

て
「
任
用
更
新
」
の
都
`

科
学
省
の
募
集
例
も
、
こ
の
縛
り
に
従
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

と
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
期
間
業
務
職
員
の
場
合
、
任
期
の
更
新
は
、

5
 
略

4
 る
も
の
と
し
、
必
要
旦
ー

期
間
業
務
職
員
以
外

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
4
□

しぶ

い
て
任
期
を
定
め
る
場
合
い

る
こ
と
に
よ
り
、
採
用
「
ヘ

嵐
定
を
準
用
す
る
。

(
4
)
 

一
会
計
年
度
内
に
お
い
て
の
み
可
能
と
い
う
話
に
な
り
、
会
計
年
度
を

ま
た
い
で
、
事
実
上
「
任
用
更
新
」
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
新
た
な
採
用
と
い
う
形
式
を
踏
む
こ
と
に
な
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
期
間
業
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
人
事
院
規
則
八
―
二
が
四
六
条
一
一
項
た
だ
し
書
一
一
号
に
お
い
て
、
「
能

力
の
実
証
を
面
接
及
び
期
間
業
務
職
員
と
し
て
の
従
前
の
勤
務
実
績
に
基
づ
き
」
行
い
、
公
募
に
よ
ら
な
い
で
採
用
す
る
こ
と
も
可
能

一
種
の
ク
抜
け
穴
ク
で
あ
る
が
、
人
事
院
事
務
総
局
人
材
局
長
名
で
出
さ
れ
た
、
そ
の
運
用
通
知
「
期
間
業
務
職
員
の
適
切
な
採
用

に
つ
い
て
」
も
、
「
公
募
に
よ
ら
な
い
採
用
は
、
同
一
の
者
に
つ
い
て
連
続
二
回
を
限
度
と
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
」
と

い
っ
た
縛
り
を
か
け
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
表
2
1
で
み
た
「
勤
務
実
績
等
に
応
じ
任
用
更
新
可
（
最
大
三
年
間
）
」
と
の
文
部

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
形
で
「
任
用
更
新
」
が
行
わ
れ
た
場
合
、
新
た
な
採
用
が
繰
り
返
さ
れ
る
ご
と
に
、
経
験
年
数
を
加
味
し
た

て
行
う
こ
と
の
な
い

（阪大法学） 66 (6-12) 10月(、)



j

／
八
条
七
項
を
参
照
）

た
め
、

る
に
し
た
が
っ
て
、

"＂rlr
勤
職
員
（
国
家
公
務
員
）

間
違
い
は
な
い
。

一賃金」に関する覚書

更
新
回
数
の
上
限
を
四
回
（
最
長
五
年
）
と
し
な
け
れ
ば

ら
な
い

（
時
間
給
の
み
で
は
、

だ
、
文
部
科
学
省
の
一
吋
パ

せ
よ
、
そ
れ
が
採
用
時
の
み
な
ら
ず
、
「
昇
給
」
に
お
け
る
頭
打
ち
の
金
額
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

初
任
給
を
ベ
ー
ス
と
す
る
限
り
、
頭
打
ち
11

上
限
設
定
は
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
平
成
一
六
年
の
法
人
化
後
、
こ
う
し
た
「
昇
給
」
の
仕
組
み
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
、
最
も
代
表
的
な
国
立
大
学
に
、
東
京

大
学
が
あ
る
（
以
下
、
平
成
二
八
年
三
月
に
改
正
さ
れ
た
「
東
京
大
学
短
時
間
勤
務
有
期
雇
用
教
職
員
就
業
規
則
」
に
よ
る
）
。

東
京
大
学
で
は
、
年
度
ご
と
に
給
与
の
改
訂
が
行
わ
れ
る
た
め
、
非
常
勤
職
員
の
基
本
給
額
（
時
間
給
額
）

月
の
給
与
法
改
正
（
法
律
第
八

0
号
）
を
反
映
し
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
表
3
に
み
る
よ
う
に
、
大
学
卒
業
後
―
一
年
の
経
験

年
数
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
も
、
大
卒
（
一
般
職
）

の
初
任
給
相
当
額
（
同
年
―
一
月
改
正
前
の
行
政
職
俸
給
表
H
に
よ
る
と
、

た
し
か
に
、
東
京
大
学
の
場
合
、
こ
れ
に
地
域
手
当
に
相
当
す
る
教
育
研
究
連
携
手
当
(
-
九
・
五
％
）
が
加
算
さ
れ
る

を
参
照
）
も
の
の
、
そ
の
合
計
額
で
み
て
も
、
文
部
科
学
省
が
時
間
雇
用
職
員
に
支
給
す
る
と
し
て
い
る
時
間
給
の
額
と
あ
ま
り
変
わ

一
級
一
号
俸
箪
平
成
二
八
年
―
一
月
改
正
前
は
一
四
万
一

0
0
円
）
を
下
回
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
）
。

六
七

0
0
円
）
に
満
た
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

主
冗◇示

こ
1
用
さ
れ
た
非
常
勤
職
員
バ

}
↓
バ
額
に
設
定
さ
れ
て
い
る

(
―
一
条
―
一
項
を
参
照
）
、
制
度
そ
の
も
の
が
保
た
な
か
っ
た
。
こ
う
い

（
標
準
の
意
味
）

ー
＞
限
り
、
俸
給
月
額

よ
、
こ
れ
だ
け
で

、
こ
の
額
に
な
る
と
い

ま
り
、
大
卒
（
一
般
職
〗

し＼

つ
昇
給
し
て
い
く

（
五
七
条

一
七
万

は
、
平
成
―
―
八
年
一
―

の
一
級
三
六
号
俸
祖
当
，
nii[々

一
五
号
俸
に
祖
当
す
る
〈
い
）

66 (6-13) 1041 [2017. 3 l 



表3 事務補佐員・技術補佐員時間給表（東京大学）

経験年数
月祖(『』|貼j給祖

閻1』]給祖と教介餅

時間給額 究連携手当との合
高校卒 人学4卒 の7)レタイム換算）

位祖

以上 末満 以上 末満 円 日 日

0 00 1 00 802 134,669 958 

1 00 2 00 828 139,035 989 

2 00 3 00 855 143,569 1,022 

(!(、) 00 886 148,774 j 

•I (i(l 00 0 00 1 00 920 154,483 I (l!)li 

Ii 06 1 00 2 00 956 160,528 1 I 

00 2 00 3 06 1,018 170,939 I .I . 

り06 3 06 5 00 1,058 177,656 I 

5 00 1,100 184,708 j 

ii)「＊務補佐日」の行うえ務とは「＊務に関するI設務を補佐する業務」をいい、「技術補佐
貝」の行う業務とは「技術に関する職務を袖什する業務」をいう（『東以人学知時間勁

務有期尼m教I設日就え規則」 2条2項を参照）。なお、中卒、知大卒および修上謀秤修
了については、エ述を省略した（時間給額の上限は同し）。月額および時間給頷と教育

餅究連携手当の合位額の衣示は、竿者による。東大の場合、フルタイムは週38恥1翡145分。

価考 (1)経験年数は、各欄記載の学整収得後の経験年数を示す。

(2)哀巾「606」等とあるのは「6年6月」等をホす。

Iii] 
しぶ

凶
続
年
数
で
あ
る
有
期
雇
Jll"／/

無
期
一
雇
用
フ
ル

労
働
者
の
勤
続
年
数
に
い
ー

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」
は
、

五
級
八
号
俸
の
額
を
も
上
回
る
も
の
と
な
る
。

0
円
と
、

三
級
四
六
号
俸
、

四
級
一
三
号
俸
お
よ
び

0
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）

は
、
三

0
万
三

0
0

当
を
含
ま
な
い
俸
給
月
額
（
平
成
―
―
八
年
法
律
第
八

―
二
五
号
俸
ま
で
の
昇
給
が
可
能
で
あ
り
、
地
域
手

か
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
最
高
号
俸
で
あ
る

た
と
え
ば
、
二
級
の
ま
ま
、
そ
れ
以
上
昇
格
し
な

の
実
態
に
つ
い
て
も
、

た
一
般
職
俸
給
表

H
と
の
間
に
は
、
そ
の
内
容
に
ま

(
7
)
 

っ
た
く
違
い
が
み
ら
れ
な
い
た
め
、
こ
う
し
た
昇
給

の
と
考
え
ら
れ
る
。

双
方
の
間
で
差
異
は
な
い
も

に
定
め

（阪大法学） 66 (6-14) 1011 >



一賃金」に関する覚書

③
 
第
一
項
の
職
員
は
、
い
〉
り
予
]
3
1
1
c
I

／
口
：
｀
久
）
る
費
用
の
弁
償
を
受
け

合
は
、
こ
の
限
り
で

I' ) 

②
前
項
の
職
員
に
対
ず

f
□

出
~
）
｀

主
JC

す
る
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）
。

ロ
罰
＂
、
勾
日
数
に
応
じ
て
こ
れ
を
ぃ
人
¥
□

9

：ゾ

に
対
し
、
報
酬
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
無
期
転
換
な
ど
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
憔
界
が
、
そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

常
勤
職
員
に
対
し
て
は
、
給
料
お
よ
び
旅
費
に
加
え
、
数
多
く
の
種
類
の
手
当
支
給
を
認
め
る
一
方
で
、
非
常
勤
職
員
に
対
し
て
は
、

報
酬
の
支
給
と
費
用
弁
償
の
み
を
認
め
る
。
地
方
自
治
法
に
は
、
こ
の
こ
と
を
明
文
の
規
定
を
も
っ
て
定
め
た
、
以
下
の
条
項
が
存
在

第
二
百
＿
＿
一
条
の
二

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
委
員
会
の
委
員
、
非
常
勤
の
監
査
委
員
そ
の
他
の
委
員
、
自
治
紛
争
処
理
委

員
、
審
壺
会
、
審
議
会
及
び
調
壺
会
等
の
委
員
そ
の
他
の
構
成
員
、
専
門
委
員
、
投
票
管
理
者
、
開
票
管
理
者
、
選
挙
長
、
投

票
立
会
人
、
開
票
立
会
人
及
び
選
挙
立
会
人
そ
の
他
普
通
地
方
公
共
団
体
の
非
常
勤
の
職
員
（
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）

手
当
支
給
が
法
律
上
認
め
ら
れ
な
い
地
方
公
務
員

非
常
勤
職
員
の
手
当
支
給

"＂rlr
勤
職
員
と
非
常
勤
職
員
！

\
任
用
期
間
や
雇
用
期
間
〗
[

柔
例
で
特
別
の
定
め
を
し
ん
ロ
~
り

Irl
衣
戸
公
務
員
や
国
立
大
学

八、
1

ん
口
↑
功
的
な
基
本
給

二
年
か
ら
五
年
程
度

／
／
さ
た
部
署
は
な
い
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム

つ
き
、
ロ

り〉

!
：
ん
ば
な
ら
な
い
」
と
い

66 (6-15) 1043 [2017. 3 l 



い
う
解
釈
（
反
対
解
釈
）

ー
と
規
定
し
て
お
り
、
こ

ば
、
非
常
勤
職
員
に
対
ー

一
切
支
給
で
き
八
い

上
に
加
え
、
地
方
自
治
j
〔

報
酬
及
び
費
用
弁
管

第
二
百
四
条

委
員
（
教
育
委
員
会
―

、
条
例
で
こ

、
常
勤
の
監
査
委
員
、

の
職
員
、
委
員
会
の
事
務
局
長
若
し
く
は
書
記
長
、
委
員
の
事
務
局
長
又
は
委
員
会
若
し
く
は
委
員
の
事
務
を
補
助
す
る
書
記

そ
の
他
の
常
勤
の
職
員
そ
の
他
普
通
地
方
公
共
団
体
の
常
勤
の
職
員
並
び
に
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
し
、
給
料
及
び
旅
費
を
支

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
で
、
前
項
の
職
員
に
対
し
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
通

勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
、

ず
る
手
当
を
含
む
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、

管
理
職
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
寒
冷
地
手
当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
、
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
義
務
教

育
等
教
員
特
別
手
当
、
定
時
制
通
椙
教
育
手
当
、
産
業
教
育
手
当
、
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
、
災
害
派
遣
手
当
（
武
力
攻
撃

災
害
等
派
遣
手
当
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
又
は
退
職
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き

給
料
、
手
当
及
び
旅
費
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
は
、
条
例
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

i

条
例
で
、

そ
の
議
会
の

③
 る。

②
 給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
 

"1111

叫
尾
方
公
共
団
体
の
長
及
び

る
こ
と
が

へ
き
地
手
当
（
こ
れ
に
準

い
言
記
長
、
書
記
そ
の
他

の
職
員
、
委
員
会

し‘

゜

（阪大法学） 66 (6-16) 10月1



一賃金」に関する覚書

（
給
与
法
一
三
条
ニ

しl

ク
リ
ミ
ッ
ト
ク
は
あ
れ
、

れ
に
対
し
て
、
国
家
公
咋
口
／
ロ

は
違
い
、

ー
：
い
に
法
律
上
の
制
約
は
な
い

地
方
公
務
員
と
大
差
の
な
、

さ
れ
た
場
合
を
い
い

主
冗◇示

な
お
、
東
京
都
ご

称
し
て
い
る
）
。
ま
た
、
大
阪
府
の
よ
う
に
、
通
勤
手
当
に
相
当
す
る
額
を
、
費
用
弁
償
の
形
で
支
給
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
存
在
す
る

（
大
阪
府
「
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
」
三
条
を
参
照
。
な
お
、
大
阪
府
に
お
い
て
も
、
時
間
外
勤
務
手
当

に
相
当
す
る
額
は
、
報
酬
に
含
め
て
支
給
し
て
い
る
。
同
条
例
―
一
条
五
項
を
参
照
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
地
方
公
共
団
体
の
場
合
、
そ
れ
が
限
度
と
な
る
。

ご`

給
与
を
除
け
ば
、
支
給
を
行
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
時
間
外
勤
務
手
当
や
通
勤
手
当
に
相
当
す
る

ち
な
み
に
、
地
方
自
治
法
二

0
三
条
の
二
第
一
項
お
よ
び
二

0
四
条
一
項
に
い
う
「
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
は
、
常
勤
職
員
が
定
年

退
職
後
、
短
時
間
勤
務
（
週
一
五
時
間
三

0
分
以
上
三
一
時
間
以
下
、
勤
務
時
間
法
五
条
二
項
を
参
照
）

現
象
ク
が
こ
こ
で
は
生
じ
て
い
る
。
そ
う
し
た
間
題
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

の
再
任
用
職
員
と
し
て
採
用

（
同
法
九
二
条
二
項
を
参
照
）
、
こ
の
よ
う
な
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
し
て
は
、
常
勤
職
員
と
同
様
、
給

料
お
よ
び
旅
費
の
は
か
、
諸
手
当
の
支
給
が
可
能
と
さ
れ
る
。
期
末
手
当
等
の
支
給
月
数
は
、
定
年
前
の
常
勤
職
員
の
お
よ
そ
半
分
に

な
る
と
は
い
え
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
再
任
用
職
員
の
は
う
が
フ
ル
タ
イ
ム
の
非
常
勤
職
員
よ
り
も
「
優
遇
」
さ
れ
る
、
と
い
う
ぶ
逆
転

~
す
る
条
例
施
行
規
則
」

の
こ
と
を
超
過
勤
務
手
↓
ー

り
麿
手
当
に
祖
当
す
る
額
を
、

い
る
地
方
公
共
団
体
は
ふ

の
報
酬
及
び
費
用
口
月
い

し
か
に
、
東
京
都
の
よ
A

↓

＼
）
三
条
の
二
第
一
項
に
い
、
＼
＼

て
、
通
勤
手
当
や
時
間
外
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口
全
額
が
後
払
い
と
さ
れ
て
し

I k[ 

月
末
締
め
の
翌
月

¥
給
与
の
支
給
に
関
し
て
し
…

し¥

"＂rlr
勤
職
員
と
は
違
い
、

ー
ペ
イ
」
の
原
則
が
貰
か

(16) 

ふ
ゞ
る
）
こ
と
も
、

丁
い
ー
や
住
居
手
当
、
寒
冷
地
了
ド
ー

口
支
給
は
、
端
か
ら
問
題
し

し¥

丁
八
給
与
を
支
給
す
る
こ
と
ー

ー
山
叫
が
常
勤
職
員
の
月
額
五
万

11] 

―
二
条
二
項
一
号
を
参
IINS

「
一
般
職
の
職
員
の
給
り

よ
り
も
低
く
設
定
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
支
給
対
象
と
な
る
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
員
が
支
給
を
受
け
て

い
る
と
い
う
。

と
は
い
え
、
右
に
み
た
通
知
も
、
期
末
手
当
に
相
当
す
る
給
与
に
つ
い
て
は
「
相
当
長
期
に
わ
た
っ
て
勤
務
す
る
非
常
勤
職
員
に
対

し
て
、

．．．． 
勤
務
期
間
等
を
考
慮
の
上
支
給
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
と
す
る
に
と
ど
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
支
給
を
受
け
る

の
は
、
「
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
常
勤
職
員
と
同
じ
三
八
時
間
四
五
分
の
期
間
業
務
職
員
」
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
退
職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
が
適
用
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
に
は
全
員
支
給
と
は
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
「
常
勤
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
が
一
八
日
以
上
あ
る
月
が
引
き
続
い
て
六
か
月
を
超

え
る
」
等
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
同
法
の
適
用
を
受
け
ら
れ
な
い
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
現
状
は
、
法
人
化
後
の
国
立
大
学
に
お
い
て
も
、
概
ね
等
し
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
特
別
の
作
業
に

従
事
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
高
所
作
業
手
当
等
の
手
当
を
除
け
ば
、
そ
の
支
給
は
、
法
人
化
前
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
た
通
勤
手
当
や

□

14) 

の
域
を
出
な
い
、
と
い
う
の
が
現
状
と
な
っ
て
い
る
。

超
過
勤
務
手
当
（
こ
れ
に
類
似
す
る
休
日
勤
務
手
当
、
夜
勤
手
当
等
を
含
む
）

非
常
勤
職
員
の
給
与
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
勤
務
日
数
11

勤
務
実
績
に
応
じ
て
支
給
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
扶
養

二
，
支
給
さ
れ
て
い
た
し
、

条
第
二
項
の
非
常
勤
職
[11〔

つ
い
て
も
、

「
通
勤
手
当
に
111:I

の
人
事
院
事
務
総
長
り
口

（阪大法学） 66 (6-18) 10小~）



の
休
蝦
と
し
て
定
め
ら
仇

下
、
年
次
休
暇
、
病
気
忙
丁
ー

は
、
説
明
を
省
略
）
。

、
そ
の
違
い
を
み
て
い
く

I' ) 

非
常
勤
い
ず
れ

1
1
|
―
四
（
職
員
の
勤
務
ロ
ロ

と
の
間
に
は
、
そ

い
か
存
在
す
る
。

一賃金」に関する覚書

（
非
常
勤

主
冗◇示

¥
必
ず
し
も
真
な
ら
ず
）
。

職
員
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
し
か
な
い
。
そ
れ
が
現
実
で
あ
る
こ
と
も
、
確
か
な
の
で
あ
る
。

「
職
員
の
休
暇
は
、
年
次
休
暇
、
病
気
休
暇
、
特
別
休
暇
及
び
介
護
休
暇
と
す
る
」
。
勤
務
時
間
法
は
、

の
よ
う
に
規
定
す
る
。
こ
れ
に
続
く
一
七
条
に
は
年
次
休
暇
、

一
八
条
に
は
病
気
休
暇
、

(17) 

は
介
護
休
暇
に
関
す
る
定
め
が
、
個
々
の
独
立
し
た
規
定
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、

い
ず
れ
も
非
常
勤
職
員
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
勤
務
時
間
法
―
一
三
条
が
、
「
常
勤
を
要
し
な
い
職
員

（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）

の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か

8
)
 

か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
務
の
性
質
等
を
考
慮
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
」
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
、
勤
務
時
間
法
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
人
事
院
規
則
に
、
人
事
院
規
則
一
五
一
五

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
）
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
常
勤
職
員
に
適
用
さ
れ
る
勤
務
時
間
法
や
、
こ
れ
を
具
体
化
し
た
人
事
院
規
則

一
九
条
に
は
特
別
休
暇
、
そ
し
て
二

0
条
に

種
類
の
休
暇
に
み
る
常
勤
職
員
と
の
違
い

四

非

常

勤

職

員

の

休

暇

等

ー
か
し
、
勤
務
実
績
に
応
ぃ

あ
れ
ば
、

て
支
給
さ
れ
る
と
い
う
、

非
常
勤
職
員
〗
□
ロ
ー

の
給
与
の
性
格
を
表
ー

一
六
条
で
休
暇
の
種
類
を
こ

且
る
の
は
、

勤
務
時
間
が
?"IlJJ□

心
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
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ー
＼
か
し
、

一
方
で
、
休
蝦
中
，
ヽ
[

す
る
」
と
定
め
て
い

に
近
い
。
そ
れ
も
ま
た
事
実
と
い
え
よ
う
。

〔
ー
）
年
次
休
暇

給
与
が
減
額
さ
れ

の
た
め
勤
務
し
な
い
こ

しぶ

い
つ
事
実
に
も
留
意
す
る
必
い
ク
か

る
必
要
最
小
限

lli

他
方
、
非
常
勤
職
員
の
場
合
、
採
用
当
初
は
年
次
休
暇
が
付
与
さ
れ
ず
、
六
か
月
間
継
続
勤
務
し
、
全
勤
務
日
の
八
割
以
上
出
勤
し

1
0
日
の
年
次
休
暇
が
付
与
さ
れ
る
。
二

0
日
の
年
次
休
暇
が
付
与
さ
れ
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
六
年
の
歳
月
を

必
要
と
す
る
（
人
事
院
規
則
一
五
一
五
第
三
条
、
お
よ
び
同
規
則
の
運
用
通
知
箪
平
成
六
年
七
月
二
七
日
職
職
第
三
二
九
号
）
を
参

照
）
。
要
す
る
に
、
非
常
勤
職
員
の
年
次
休
暇
は
、
労
働
基
準
法
ど
お
り
に
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
し

採
用
当
初
か
ら
、
す
な
わ
ち
勤
務
（
出
勤
）
日
数
が
ゼ
ロ
で
あ
っ
て
も
、
年
次
休
暇
が
付
与
さ
れ
る
常
勤
職
員
の
場
合
、
八
割
出
勤

要
件
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
課
し
得
な
い
。
出
勤
日
数
が
極
端
に
少
な
く
て
も
、
毎
年
二

0
日
の
年
次
休
暇
が
与
え
ら
れ
る
。
天
国

の
よ
う
な
憔
界
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
非
常
勤
職
員
と
の
違
い
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
不
可
能

(2)
病
気
休
暇

「
病
気
休
暇
は
、
職
員
が
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
蓑
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
」
。
勤
務
時
間
法
一
八
条
は
、
こ
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
人
事
院
規
則
一
五
一
四

一
条
も
、
本
文
で

た
と
き
に
初
め
て
、

111バ
は
二

0
日
と
な
る

，
忍
勤
職
員
の
場
合
、
四
月

ほ
か
、
人
事
院
規
則
一
言
ー

一
、
別
表
第
一
を
参
照
）
。

J
用
当
初
か
ら
一
五
日

翌
年
一
月
一
日
以
降
、

（阪大法学） 66 (6-20) 10平ド



一
年
間
）

の
勤
務
日
の

一
の
年
度
に
一

0
日

ロ
た
め
療
養
す
る
必
要
が
も

一
週
間
（
週
以
外
の
期
間
[
」

の
取
得
を
認
め
る
に
＼

玉
め
ら
れ
て
い
る
者
に
つ
い

ー
＞
こ
と
が
や
む
を
得
な
い

こ
の
要
件
を
満
た
す
者
に
汀

一賃金」に関する覚書

四
0

面
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）

五
条
、

1
0
条、

―
一
条
―
一
項
九
号
、
別
表
第
二
を
参
照
）
。

（
人
事
院
規
則
九

主
Je

超
え
る
と
、
勤
務
期
間
か
ら
除
算
さ
れ
、
期
間
率
に
影
響
を
与
え
る

一年）

）
た
場
合
を
除
き
、
そ

と
規
定
し
た
、

。
そ
の
根
拠
は
、

しぶ

き
、
第
十
九
条
に
規
定
：
ハ
汀
屠

IIlロ
：
ー
／
り
の
給
与
額
を
減
額
し

、
・
・
・
・
休
暇
に
よ
る
場
介
／
＼
口
仙
〗
：

□
／
□J
l
J
"

バ
心l

、

6

い
こ
と
に
つ
き
特
に
承
り
：
ロ

た
し
か
に
、
給
与
法
附
則
第
六
項
は
「
当
分
の
間
、
第
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
が
負
傷
（
略
）
若
し
く
は
疾
病

（
略
）
に
係
る
療
養
の
た
め
、
又
は
疾
病
に
係
る
就
業
禁
止
の
措
置
（
略
）
に
よ
り
、
当
該
療
養
の
た
め
の
病
気
休
暇
又
は
当
該
措
置

の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
（
人
事
院
規
則
で
定
め
る
場
合
（
結
核
性
疾
患
に
当
た
る
場
合
注
）
に
あ
っ
て
は
、

を
超
え
て
引
き
続
き
勤
務
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
経
過
後
の
当
該
病
気
休
暇
又
は
当
該
措
置
に
係
る
日
に
つ
き
、
俸
給
の
半
額
を

(20) 

減
ず
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
逆
に
読
め
ば
、
療
養
開
始
か
ら
九

0
日
間
は
俸
給
の
全
額
が
支
給
さ
れ
る
と
い
う
話
に
な
る
。

さ
ら
に
、
病
気
休
暇
中
と
い
え
ど
も
、
期
末
手
当
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
も
、
休
暇
期
間
が
三

0
日
を

（
た
と
え
ば
、
算
定
期
間
中
に
二
か
月
病
気
休
暇
を
取
っ
た
場
合

に
は
、
支
給
割
合
が
一

0
0
分
の
七

0
と
な
る
）
と
は
い
え
、
そ
の
支
給
ま
で
が
ス
ト
ッ
プ
す
る
わ
け
で
は
な
い

だ
が
、
以
上
の
よ
う
に
い
え
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
常
勤
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
含
む
）
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、
「
六
か
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
職
員
ま
た
は
六
か
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
職
員
（
週
以

外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
職
員
で
一
年
間
の
勤
務
日
が
四
七
日
以
下
で
あ
る
も
の
を
除
く
）
が
負
傷
ま
た
は
疾

ー
百
日
よ
り
短
く
な
る
。

66 (6-21) 1049 [2017. 3 l 



る
。
常
勤
職
員
の
世
界
ご
い

非
常
勤
職
員
の
世
界
で

て
「
年
次
休
□

い

の
ほ
か
、

IJ”]
よ、

I
I
 
1,9,.~ 

年
次
休
蝦
や
病
気
休
爪
以
外

ー
』
て
も
、
か
な
り
の
違
い

3
)
特
別
休
暇

る
ま
い
。

6
 
6
 
6
 

学法大哀

な
お
、
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、
公
務
災
害
お
よ
び
通
勤
災
害
の
場
合
、
有
給
の
病
気
休
暇
（
給
与
法
附
則
第
六
項
は
適
用
さ
れ
ず
、

九
0
日
経
過
後
も
、
俸
給
額
は
半
減
し
な
い
）
が
与
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、
公
務
災
害
（
通
勤
災
害
を

(22) 

で
あ
っ
て
も
、
無
給
の
休
暇
が
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
違
い
も
あ
る

含
ま
な
い
）

一
項
―
一
号
、
人
事
院
規
則
一
五
一
五
第
四
条
二
項
九
号
を
比
較
参
照
）
。

こ
の
よ
う
に
、
と
り
わ
け
病
気
休
暇
に
つ
い
て
は
、
常
勤
職
員
と
非
常
勤
職
員
と
の
格
差
が
目
立
つ
。
こ
う
い
っ
て
も
、
誤
り
は
あ

（人事院規則一五一四第一―一条

i ;~; 週I廿l
の の

の 悶 信日
数 n n 
の の
n n 
数 数

兄
七 n 四
日
！ 
日

ノ‘

ビ

五 ビ

n ＼ n 
/¥ 

八
ビ

じ

ビ
！ 

n n 

゜ビ

四
八
n 

日
！ 
日七

ビ

105(〕

表
4

勤
務
日
の
日
数
が
少
な

1
)
 

(
2
 

て
い
る
（
人
事
院
規
則

ー

1
0
号
、
お
よ
び
同
規
nlJ



ん
口
だ
、
勤
務
実
績
が
な
い
旦
ー

9‘i

給
与
を
支
給
し
な
い
。

給
与
は
一
切
支
給
さ
か
八
し

ー
ク
・
ノ
ー
ペ
イ
」
の

の
場
合
に
は
、

v' 
゜

ロ
冨
芸
な
り
、

几
な
い
た
め

（
除
算
規
定
口

し＼

／
々
し
影
響
を
与
え
な
い
。
他
刀

一賃金」に関する覚書

た
と
え
ば
、
産
前
・
産
後
の
休
暇
の
場
合
、
常
勤
職
員
に
対
し
て
は
給
与
が
全
額
支
給
さ
れ
、
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
も
、
病
気
休
暇

主
冗◇示

休
暇
の
付
与
な
し

肌
給
の
休
眈
付
与

ん
給
の
休
収
付
勺

ー
〗
災
害
長
助
笠
の
ホ
ラ
ン
ナ
ィ
ア
、
②
粘
婚
、1
3
1
麦
の
出
芹
、
1
4
1
麦
の
産
休
期
間
中
の
子
の
養
介
、
1
5
1
父
母
の
法
亨
、
⑤
夏
千

※
、
161に
関
連
し
て
、
年
（
暦
年
）
の
前
半
に
「
尾

m」
さ
れ
た
、
定
の
条

flを
瀾
た
す
非
常
勁
粒
具
に
対
し
て
は
、
「
II
冬
平
年
次
休
咽
」
の
制

度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

R
産
前
休
暇
、
R
芹
後
休
叩
‘
R
呻
弁
闊
間
、
〇
子
の
看
＂
渡
‘
R
知
朗
の
介
＂
渡
‘
R
骨
髄
移
植
の
た
め
の
什
髄
液
の
提
供

※
0
.
R
に
つ
い
て
は
、
一
迎
間
の
勤
務

H
カ
一
日
以
卜
と
さ
れ
て
い
る
職
貝
、
ま
た
は
迎
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務

nが
定
め
ら
れ
て
い
る

職
具
で
年
間
の
勤
務
ビ
が
一

n以
ー
で
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
六
か
月
以
卜
継
紬
勁
務
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。

①
公
民
権
の
行
使
、
②
叫
人
等
と
し
て
の
冒
公
省
へ
の
出
頭
、
③
地
虞
・
火
災
等
に
よ
る
仕
居
の
滅
失
祖
欺
に
伴
う
復

111
作
菜
、
①
地
震
や
，
父
通
機

w
Jの
事
故
得
に
よ
る
出
勤
の
苦
し
い
川
難
、
⑤
地
底
•
水
冑
得
に
よ
る
退
勤
途
上
の
危
険
厠
避
、
⑤
仇
族
の
死
亡

※
⑥
に
つ
い
て
は
、
六
か
月
以
卜
の
仔
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
識
貝
、
ま
た
は
六
か
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
識
日
に
限
る
。

表
5

非
常
勤
職
員
に
対
す
る
「
特
別
休
暇
」
の
付
与

四
条
、
お
よ
び
人
事
院
規
則
一
五
一
五
の
運
用
通
知
に
よ
る
）
。

っ
て
い
る
の

（
以
下
、
人
事
院
規
則

ー
l
'

人
事
院
規
則
一
五
ー

；
な
わ
ち
、
表

5
に
み
る

休
暇
」
と
い
う
）
が
そ
れ

，
江
刈
し
て
も
、
常
勤
職
員
し

り〉

て
い
る
も
の

66 (6-23) 1051 [2017.3] 



④
休
職
者
は
、
職
員
し
一

が
、
職
務
に
従
事
し
入
／
し

③
 
い
か
な
る
休
職
も
、

、
当
然
に
終
了
ー
ふ
口
／
I

ぃ

②
前
条
第
二
号
の
規
定

(/>

、
そ
の
事
件
が
裁
判
所
[
々

第
八
十
条

（
休
職
の
効
果
）

前
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
の
期
間
は
、
人
事
院
規
則
で
こ
れ
を
定
め
る
。
休
職
期
間
中
そ
の
事
故
の
消
滅
し

た
と
き
は
、
休
職
は
当
然
終
了
し
た
も
の
と
し
、
す
み
や
か
に
復
職
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
さ
れ
た
場
合

心
身
の
故
障
の
た
め
、
長
期
の
休
養
を
要
す
る
場
合

に
反
し
て
、
こ
れ
を
休
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
本
人
の
意
に
反
す
る
休
職
の
場
合
）

家
公
務
員
法
に
は
、
次
の
よ
う
な
定
め
が
置
か
れ
て
い
る
。

公
務
員
の
世
界
で
い
う
分
限
処
分
に
は
、
降
任
お
よ
び
免
職
の
は
か
、
休
職
が
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
国

第
七
十
九
条

職
員
が
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
又
は
人
事
院
規
則
で
定
め
る
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
意

2

休
職
制
度
が
存
在
し
な
い
非
常
勤
職
員

い
。
年
次
休
暇
や
病
気
仕
口

□

特
別
休
蝦
が
こ
れ
を
支
ヽ
パ

、
こ
の
よ
う
な
結
爪

I' ) 

、
常
勤
職
員
に
対
し
て

I' ) 
／

ー

＞
 

0
休
職
の
期
間
中
、
給
与
”
§
□

／
ー
ペ
イ
」
の
原
則
が
適
川
＼
]

ぶ23)

こ
が
で
き
よ
う
。
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当
、
住
居
手
当
及
び
臼
人

rIII

？パい
LJ
分
の
八
十
を
支
給
す
る

そ
の
休
職
の
期
間
が
誓
ロ

、
こ
れ
に
俸
給
、
扶
養

T
〕ー

2

職
員
が
結
核
性
疾
由
ぃ

一賃金」に関する覚書 主
冗◇示

れ
に
給
与
の
全
額
を
支
給
す
る
。

第
二
十
＿
＿
一
条

か
り
、
国
家
公
務
員
法
第
七
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
休
職
の
期
間
中
、
こ

職
員
が
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、

つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
定
め
を
設
け
て
い
る
。

れ
、
同
規
則
の
五
条
一
項
は
、
二
国
家
公
務
員
〕
法
第
七
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
の
期
間
は
、
休
養
を
要
す
る
程
度
に
応

じ
、
・
・
・
・
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、

．．．． 
任
命
権
者
が
定
め
る
。
こ
の
休
職
の
期
間
が
三
年
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い

て
は
、
休
職
に
し
た
日
か
ら
引
き
続
き
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
れ
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
国
家
公
務
員
法
七
九
条
一
号
に
い
う
「
心
身
の
故
障
の
た
め
、
長
期
の
休
養
を
要
す
る
場
合
」
の
休
職
（
傷
病
休
職
）

期
間
は
、
最
長
三
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
民
間
企
業
か
ら
み
れ
ば
、
異
常
に
長
い
と
い
う
の
が
、
率
直
な
感
想
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
国
家
公
務
員
法
八

0
条
四
項
に
い
う
「
給
与
に
関
す
る
法
律
」
と
し
て
は
給
与
法
が
存
在
し
、
同
法
は
、
休
職
者
の
給
与
に

（
休
職
者
の
給
与
）

t
た
、
国
家
公
務
員
法
八
〈
／
八

＞
 

す
る
法
律
で
別
段

ー
八
い
院
規
則
」
と
し
て
、

＼
以
異
動
手
当
、
研
究
員
調
〗
パ
[

又
は
通
勤
（
略
）

臼
ら
の
給
与
を
受
け
て
は
入
：
入
口

しぶ

し
て
休
職
に
さ
れ
た
と
き
ー
[

66 (6-25) 
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7
 

ー

゜
2
 

＇

ヽ

3
 
50 ゜
ー

に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か

)q 

の
身
分
保
障
）
が
制
＇

の



あ
る
い
は
、

い
な
い
非
常
勤
職
員
を

しl

あ
ろ
う
か
、

ー
た
め
に
設
け
ら
れ
た
傷
戸
い
い

て
も
適
用
さ
い

）
と
は
、
休
職
制
度
の

汀
期
が
一
会
計
年
度
内
に
叩
f
□

/

れ
ば
、
新
た
な
採
用
し

究
員
調
整
手
当
、

を
含
む
）

職
員
が
国
家
公
務
員
法
第
七
十
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
休
職
（
刑
事
休
職
注
）
に
さ
れ
た
と
き
は
、

そ
の
休
職
の
期
間
中
、
こ
れ
に
俸
給
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
広
域
異
動
手
当
、
研
究
員
調
整
手
当
及
び
住
居
手
当
の
そ
れ

国
家
公
務
員
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
た
職
員
に
は
、
他
の
法
律
に
別
段
の
定
が
な
い
限
り
、
前
五
項
に

い
わ
ゆ
る
私
傷
病
休
職
で
あ
っ
て
も
、
最
初
の
一
年
間
（
結
核
性
疾
患
の
場
合
、
二
年
間
）
は
、
俸
給
等
（
扶
養
手
当
や
地
域
手
当

の
八
割
が
支
給
さ
れ
、
期
末
手
当
に
つ
い
て
も
、
そ
の
八
割
支
給
が
保
障
さ
れ
る

最
長
三
年
間
の
休
職
期
間
中
、
給
与
の
全
額
が
支
給
さ
れ
る
）
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
そ
の
対
象
は
、
常
勤
職
員
に
限
ら
れ
る
。
よ

(24) 

り
正
確
に
い
え
ば
、
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、
休
職
制
度
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
。

た
る
任
用
を
予
＇

（
な
お
、
公
務
・
通
勤
災
害
の
場
合
は
、

各Ill 

7
.
8
 

定
め
る
給
与
を
除
く
外
、
他
の
い
か
な
る
給
与
も
支
給
し
な
い
。

6
 
5
 
略
ぞ
れ
百
分
の
六
十
以
内
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
 

そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
4

と
し
□

□

；ハ

[／
j

'

さ
る
。

た
と
き
は
、
そ
の
休
讐
Ol/

で
は
、
こ
れ

3

職
員
が
前
二
項
以
け
□

心，旦
□

戸□

い

因
人
、
）
国
家
公
務
員
法
第
七
十
ー
バ
文
バ
，
山

広
域
異
動
手
当
、

ロ
山
由
に
該
当
し
て
休
職
に

（阪大法学） 66 (6-26) 1051 



ロ
に
対
し
て
、
同
じ
職
場

採
用
後
六
か
月
以
内
は
い
丁
か
以
い
‘
ふ
い

尺
勤
で
処
理
さ
れ
る
）
。

公
務
員
の
職
場
と
同
様
、
□

II

あ
れ
ば
、

の
全
面
適
用
を
受
け
る

111 

っ
て
は
、
ま
さ

一賃金」に関する覚書

加
し
て
い
る
の
に
、
異
論
が
出
な
か
っ
た

さ
れ
て
も
仕
方
あ
る
ま
い
。

主
冗◇示

は
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

五

ろ
う
。

り
口
員
と
非
常
勤
職
員
と

9

ー
ロ
涵
四
を
み
な
い
ほ
ど
に
大
＞
＼
し

冒
病
休
職
の
制
度
を
こ
れ (25) 

マ
エ
に
は
な
っ
て
い
る
J

い（＂ロ

口
制
度
と
ワ
ン
セ
ッ
ト

の
た
め
に
あ
る
ピ
し

しぶ

こ
も
、
年
次
休
暇
が
取
得
し
＼

こ
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て
~
分
に
で
き
な
い
こ
と
は
他
人
に
強
制
し
な
い

仮
に
公
務
員
に
対
し
て
も
労
働
契
約
法
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
が
適
用
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
案
」
も
、
こ
ん
な
内
容
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ご
く
一
部
の
例
外
を
除
け
ば
、
公
務
員
に
は
で
き
な
い
こ
と
ば
か
り
が
そ
こ
に

た
と
え
ば
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
に
は
、
「
病
気
休
職
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
箇
所
が
あ
る
。
「
無
期
雇
用
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
に
は
、
無
期
雇
用
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
同
一
の
付
与
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
有
期
雇
用
労
働
者
に
も
、
労
働
契

約
の
残
存
期
間
を
踏
ま
え
て
、
付
与
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
最
近
の
流
行
語
で
い
う
「
お
ま
い
う
」
の
典
型
。
そ
の
よ
う
に
評

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
を
決
定
し
た
「
働
き
方
改
革
実
現
会
議
」
に
は
、
国
立
大
学
（
東
京
大
学
）

の
教
授
が
二
人
も
有
識
者
と
し
て
参

（
む
し
ろ
会
議
の
方
向
を
リ
ー
ド
し
た
）
と
い
う
の
も
解
せ
な
い
。
法
人
化
後
、
労
働
関
係

几
蝦
・
休
職
制
度
に
お
け

目
を
向
け

い
ヘ

る26、一
゜

66 (6-27) 1055 [2017. 3 l 



し
、
現
在
な
お
、
後
者
に

(30) 

い
て
い
る
。

つ
い
て
も
、
法
人
化
Ol/

しl

年
次
休
暇
の
取
得
（
法
定
外
年
休
を
除
く
）

こ
う
し
た
な
か
、
勤
務
先
（
大
阪
大
学
）

り〉

こ

い
気
休
暇
中
の
給
与
を
無
り

ft;

元
が
附
則
に
は
残
る
、

＼
 

と
し

の
本
則
で
は
規
定
ー
9
j

間
を
限
っ
て
支
給
さ
れ
る
資
金
で
あ
る
た
め
、
資
金
を
活
用
し
た
無
期
雇
用
を
前
提
と
す
る
常
勤
職
員
の
雇
用
が
で
き
な
い
こ
と
は
、

は
、
労
働
基
準
法
の
問
題
と
解
さ
れ
た
た
め
か
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
で
も
、
こ
れ
に
言

及
し
た
箇
所
は
な
い
も
の
の
、
年
次
休
暇
で
す
ら
、
こ
の
あ
り
さ
ま
な
の
だ
か
ら
、
後
は
追
っ
て
知
る
べ
し
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
こ
の

8
 
2
 
6
 
6
 
6
 

学法

ま
ま
国
立
大
学
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
、
ど
こ
の
大
学
も
一
大
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
る
。
そ
れ
だ
け
は
、
確
実
と
い
え
る
。
欠阪

た
し
か
に
、
現
行
制
度
に
は
、
改
革
（
改
善
）

の
余
地
は
あ
る
。
し
か
し
、
改
革
に
は
時
間
が
か
か
る
。
た
と
え
ば
、
同
一
労
働
同

一
賃
金
以
前
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
給
与
法
の
昇
給
規
定
（
現
在
の
八
条
六
項
）
に
「
そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
」
昇
給
を
行
う

旨
の
文
言
が
入
っ
た
の
は
、
平
成
一
七
年
(
-
八
年
四
月
一
日
施
行
）
。
以
来
、
約
一

0
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
を
受
け
て
、
国
立
大
学
に
お
い
て
も
、
給
与
規
程
や
給
与
規
則
の
改
正
が
実
施
さ
れ
た
と
は
い
え
、

(28) 

い
昇
給
が
行
わ
れ
て
い
る
。
教
員
の
昇
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
勤
務
成
績
さ
え
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
勤
務
成
績
が
良
い
か
悪
い

か
を
判
断
す
る
た
め
の
評
価
を
事
実
上
行
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
当
然
で
は
あ
る
。

い
ま
だ
に
定
期
昇
給
に
近

(29) 

で
は
、
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
、
病
気
休
暇
の
日
数
を
三

0
日
に
延
長
す
る
一
方
で
、
常

い
う
ま
で
も
な
い
。

口
チ
冗
取
得
し
た
場
合
に
は
、

な
い
外
部
資
金
も
な
か

ッ
な
み
に
、

外
部
資
金
は

位
方
、
国
立
大
学
で
は
、

ぐ／ヽ

'[lir況
に
不
満
を
い

て
研
究
を
行
う
ケ
ー
ス

八
Ji担
当
者
は
対
応
に
苦
慮
ー

心
が
、
非
常
勤
職
員
が
年
べ
い

105li 



(
l
)

国
家
公
務
員
法
附
則
一
六
条
は
、
「
労
働
紅
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
、
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二

十
五
号
）
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
、
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法

律
第
百
三
十
七
号
）
、
し
ん
肺
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
号
）
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び
船
員
災
害

防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
い
て
産
せ
ら
れ
る
命
令
は
、
第
二
条
の
一

般
職
に
属
す
る
職
員
に
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。

(
2
)

内
閣
官
房
内
閣
人
事
局
「
匡
家
公
務
員
の
非
常
勤
職
員
に
関
す
る
実
態
調
査
」
（
平
成
二
八
年
九
月
）
に
よ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
調
査
対
象

と
し
た
非
常
勤
職
員
の
う
ち
、
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
常
勤
職
員
と
同
し
三
八
時
間
四
五
分
の
職
員
は
一
万
一
八

0
七
人
（
ニ
―
%
）
、
常
勤
職

員
の
四
分
の
三
超
三
八
時
間
四
五
分
未
満
の
職
員
は
一
万
八
六
0
四
人
（
三
三
％
）
、
常
勤
職
員
の
四
分
の
三
以
下
の
職
員
は
二
万
四
四
四
五
人

（

四

四

％

）

、

週

に

よ

っ

一

口

の

事

情

が

あ

り

、

こ

れ

ら

な

か

っ

た

職

員

は

一

―

六

（
二
％
）
」
で
あ
っ
た
と
い

3
)

常
勤
職
員
の
一
週
間
中

あ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

三
八
時
間
四
五
分
の
四
分
の

ぶ¥
>
 

一賃金」に関する覚書 主
冗◇示

'
」
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
せ

現
可
能
な
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
。
筆
者
の
頼
い
も
ま
た
、
こ
の
一
点
に
尽
き
る
の
で
あ
る
。

【
後
記
】
本
稿
は
、
ネ
ソ
ト
配
信
の
ア
ド
ハ
ン
ス
ニ
ュ
ー
ス

(http
・ミ
w
w
w
.
a
d
v
a
n
c
e
n
e
w
s
.
c
o
.
j
p
¥
)
「
イ
ン
タ
ピ
ュ
］
＆
ス
ペ
シ
ャ
ル
」
瀾
に
、

平
成
二
八
年
―
二
月
二
六
日
か
ら
翌
二
九
年
一
月
じ
日
に
か
け
て
、
計
七
回
に
分
け
て
掲
載
さ
れ
た
「
続
・
『
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
に
つ
い
て

公
務
員
に
と
っ
て
は
他
人
事
の
世
界
」
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
こ
れ
に
必
要
な
加
筆
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ロ囚□

容
は
、

公
務
員
や
国
立
人

~
y
:

い
」
。
こ
の
こ
と

た
が
っ
て
、
他
人
様
の

し
く
た
め
の
最
低
限
の
ル
ー
几

I' ) 

？
よ
う
な
立
場
に
は
、

し＼

少
な
く
と
も
二
九
時
間
以
ー
ロ

て
民
間
企
業
に
お
い

ル
ー
ル
に
反
す
る
よ
う
な
行
動
□

[

ILJ
分
に
で
き
な
い
こ
と

八

66 (6-29) 1057 [2017. 3 l 



4
)

表
ー
で
み
た
よ
う
に
、

成
員
と
す
る
裁
判
所
は
、
＇

り
）
法
人
化
前
の
国
立
大
号
'3

平
成
二
六
年
）
二
五
三
ー
一
八

(
6
)

ち
な
み
に
、
「
東
京
大
学
短
時
間
勤
務
有
期
雇
用
教
職
員
就
業
規
則
」
は
、
二
条
一
項
で
「
こ
の
規
則
に
お
け
る
短
時
間
勤
務
有
期
雇
用
教

職
員
と
は
、
期
間
を
定
め
た
労
働
契
約
に
よ
り
一
週
間
の
所
定
の
勤
務
時
間
が
三
五
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
雇
用
す
る
者
を
い
う
」
と
規
定

し
て
い
る
。

(
7
)

な
お
、
東
京
大
学
以
外
の
国
立
大
学
も
、
職
員
の
俸
給
月
額
や
基
本
給
月
額
を
、
国
家
公
務
員
の
そ
れ
に
合
わ
せ
る
形
で
規
定
す
る
の
が
現

状
と
な
っ
て
い
る
。
匡
立
大
学
の
幹
部
職
員
の
相
当
数
が
、
現
在
な
お
文
部
科
学
省
系
の
全
匡
異
動
職
員
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
し

た
が
っ
て
、
大
学
間
で
差
を
設
け
に
く
い
こ
と
）
、
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
そ
の
俸
給
月
額
や
基
本
給
月
額
を
ベ
ー
ス
に
、
匡
家
公
務
員
退
職

手
当
法
に
規
定
す
る
計
算
式
ど
お
り
に
算
定
し
た
額
が
、
匡
に
よ
っ
て
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
俸
給
額
や
基
本
給
額
を
変
更
す
れ
ば
、
そ
れ
が

退
職
手
当
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
）
と
い
っ
た
事
情
が
、
そ
の
背
景
に
は
あ
る
。

(
8
)

詳
し
く
は
、
拍
稿
「
公
務
員
の
再
任
用
そ
の
仕
組
み
と
現
状
」
『
阪
大
法
学
」
六
六
巻
五
号
（
平
成
二
九
年
一
月
）
一
頁
以
下
、
一
九

ー
ニ
―
頁
を
参
照
。

(
9
)

地
方
公
務
員
の
場
合
、
匡
家
公
務
員
と
は
違
い
、
一
般
職
の
職
員
で
あ
っ
て
も
、
労
働
基
準
法
が
原
則
と
し
て
適
用
さ
れ
る
（
割
増
賃
金
に

つ
い
て
規
定
し
た
三
七
条
も
適
用
を
除
外
さ
れ
て
い
な
い
）
こ
と
に
注
意
。
地
方
公
務
員
法
五
八
条
三
項
を
参
照
。
詳
し
く
は
、
小
鴬
典
唄
・
豊

本
治
「
地
方
公
務
員
へ
の
労
働
基
準
法
の
適
用
」
『
阪
大
法
学
』
六
三
巻
三
•
四
号
（
平
成
二
五
年
―
一
月
）
じ
頁
以
下
を
参
照
。

(10)

東
京
都
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
」
ニ
―
条
三
項
お
よ
び
ニ
一
条
の
二
第
二
項
三
号
、
大
阪
府
「
職
員
の
朗
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に

関
す
る
条
例
」
二
条
三
項
お
よ
び
五
条
二
項
二
号
を
参
照
。
な
お
、
給
与
法
(
-
九
条
の
四
第
三
項
、
一
九
条
の
七
第
二
項
二
号
）
が
そ
の
モ
デ

ル
と
な
っ
て
い
る
。
詳
細
[
I
:
/〗
1
,

、
／
こ
拙
稿
「
公
務
員
の
再
任
国

ll)

前
掲
（
注
2
)
「
匡
家
'
/
ヵ
＇
口
因
す
る
実
態
調
査
」
を
参
照
(
'

12)

前
掲
（
注
2
)
「
国
家
ハ
／
い
□

11
ハ
炉
／
因
す
る
実
態
調
査
」
に
よ
れ
口
，

週
間
の
勤
務
時
間
が
常
勤
誓
ii、

11
分
の
期
間
業
務
職
員
一
万
一

I
I

川
1

ふ
＇
る
給
与
の
支
給
に
つ
い
て
は
、

い
1
手
当
に
相
当
す
る
給
与
を
支
ハ
丁
ゾ

の
募
集
は
、
年
度
を
ま
た
／
＼
ぃ

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
募
集
を
ー

の
実
態
に
つ
い
て
は
、

す
な
わ
ち
、
特
別
職
の
職
員
パ
信

る。

八
ロ
~
J

〔
八
〗
，J
J働
法
』
（
ジ
ア
ー
ス
教
育
新
久
、
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匡
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第

一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
の
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
勤
務
し
た
日
が
引
き
続
い
て
六

月
を
超
え
る
に
至
っ
た
場
合
（
略
）
に
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
者
を
同
号
の
職
員
と
み
な
し
て
、
施
行
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
者
に
対
ナ
‘
？
□

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
竿
ー
ハ
ー
ー
り
い
バ
直
及
び
第
六
条
の
五
の
規
窟
'
)
I〈

る

退

職

手

当

の

額

は

、

戸

の

五

ま

で

の

規

定

に

よ

り

ー

ん

ぶ

ー

，

二

い

、

＇

ー

の

百

分

の

五

十

に

相

当

す

る

ヅ

□

と
す
る
。

な
お
、
こ
う
し
た
事
情
，
い

い
な
り
低
く
な
る
（
一
年
勤
務
ー

八
□

向
四
五
分
未
満
の
朗
間
業
務
い

臼
ハ
3

)

、
期
間
業
務
職
員
以
外
の
］
9,
＂い

玉
ご
％
）
」
で
あ
っ
た
と
い
う

る

予

定

の

職

員

は

一

万

一

週

間

の

勤

務

時

間

が

常

勤

職

‘

f

一
万
八
六
二
二
人
の
う
ち
、

1
1
1

に
与
を
支
給
す
る
予
定
の
職
III9
ー、＼

勤
職
員
二
万
五
五
九

0
人

(

:

1

9

c

I

I
二
す
る
給
与
を
支
給
す
る
予
{Ii
□

お
、
分
母
と
な
る
職
員
数
げ

{

{

9

ノ
ー
：

ま
た
、
こ
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
勤
勉
手
当
に
相
当
す
る
給
与
に
つ
い
て
も
、
支
給
率
こ
そ
若
干
下
が
る
（
た
と
え
は
、
一
週
間
の
勤
務
時
間
が

常
勤
職
員
と
同
じ
期
間
業
務
職
員
に
つ
い
て
も
、
そ
の
支
給
率
は
七
八
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
）
も
の
の
、
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

た
だ
、
人
事
院
規
則
九
ー
四

0
(期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
は
、
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
期
末
手
当
お
よ
び
勤
勉
手
当
そ
の
も
の
の
支
給
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
認
め
て
い
な
い
。
同
規
則
一
条
四
号
お
よ
び
七
条
二
号
を
参
照
。

(13)

匡
家
公
務
員
退
職
手
当
法
二
条
二
項
が
「
そ
の
勤
務
形
態
が
職
員
に
準
ず
る
も
の
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
と
み
な
し
て
、

こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
」
と
定
め
た
こ
と
を
受
け
、
同
法
施
行
令
一
条
一
項
二
号
は
、
こ
れ
に
該
当
す
る
者
を
「
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら

れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
（
略
）
が
引
き
続
い
て
十
二
月
を
超
え
る
に
至
っ
た
も
の
で
、
そ
の
超
え
る
に
至
っ
た
日
以
後
引
き
続
き

当
該
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
規
定
し
て
い
る
。
た
だ
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
非
常
勤
職
員
の
任
期
は
最
大
で

も
当
該
会
計
年
度
の
末
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
任
期
中
に
勤
務
し
た
日
が
―
二
か
月
を
超
え
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
と
は
い
う
も

の
の
、
旅
行
令
の
昭
和
三
四
年
改
正
附
則
第
五
項
が
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
こ
と
か
ら
、
本
文
に
記
し
た
よ
う
な
取
扱
い
(
「
-
八
日
以
上
」
の

要
件
は
、
「
匡
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
適
用
を
受
け
る
非
常
勤
職
員
等
に
つ
い
て
」
（
昭
和
六

0
年
四
月
三

0
日
総
人
第
二
六

0
号
）
に
よ
る
）

と
な
っ
た
。
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0
•

四
三
五
か
月
分
、

異
な
ら
な
い
日
旦
雇
用
職
門
ハ
―

0
•

三
を
乗
じ
た
退
職
手
ヤ
ー
ー
＂
八
ぃmI

尾
に
定
め
ら
れ
た
支
給
率
主
i

(14)

「
東
京
大
学
短
時
間
勤
務
有
期
雇
用
教
職
員
就
業
規
則
」
五
三
条
二
号
を
参
照
。

(15)

な
お
、
こ
れ
ら
の
手
当
は
、
再
任
用
職
員
に
も
支
給
さ
れ
な
い
。
給
与
法
一
九
条
の
八
第
三
項
の
ほ
か
、
「
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に

関
す
る
法
律
」
一
条
を
参
照
。
前
掲
（
注
8
)
拙
稿
「
公
務
員
の
再
任
用
」
一

0
頁
（
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
一
七
頁
）
を
併
せ
参
照
。

(16)

「
東
京
大
学
短
時
間
勤
務
有
期
雇
用
教
職
員
就
業
規
則
」
七
六
条
三
項
を
参
照
。
な
お
、
そ
こ
で
は
、
基
本
給
の
ほ
か
諸
手
当
に
関
し
て
も

「
勤
務
実
績
に
応
じ
た
分
に
つ
い
て
」
支
給
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
。

(17)

平
成
二
九
年
一
月
一
日
以
降
、
こ
れ
に
介
護
時
間
（
無
給
）
が
加
わ
る
。

(18)

そ
れ
ゆ
え
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
常
勤
職
員
に
準
じ
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
で
も
勤
務
時
間
が
よ
り
長

い
期
間
業
務
職
員
と
の
間
で
逆
転
現
象
が
生
じ
る
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

(19)

昭
和
二
四
年
五
月
三
一
日
に
施
行
さ
れ
た
人
事
院
規
則
一
五
ー
四
（
非
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
）
は
、
当
初
「
非
常
勤
職
員
に
つ

い
て
は
、
有
給
休
暇
は
認
め
な
い
」
と
規
定
。
こ
れ
が
よ
う
や
く
改
正
を
み
た
の
は
、
昭
和
三

0
年
七
月
二

0
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
、

拙
著
『
法
人
職
員
・
公
務
員
の
た
め
の
労
働
法
72
話
」
（
ジ
ア
ー
ス
教
育
新
社
、
平
成
二
じ
年
）
一
七
五
一
じ
六
頁
を
参
照
。

(20)

官
吏
を
対
象
と
し
た
九

0
日
の
病
気
休
暖
規
定
（
俸
給
半
減
規
定
）
に
は
、
ニ
―

0
年
以
上
の
歴
史
が
あ
り
、
そ
の
淵
源
は
、
遠
く
唄
治
時

代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
掲
（
注
19)
拙
著
『
法
人
職
員
・
公
務
員
の
た
め
の
労
働
法
冗
話
』
一
じ
九
頁
の
は
か
、
拙
稿
「
療
養
の
た

め
の
休
暖
・
休
職
制
度
公
務
員
の
世
界
に
み
る
そ
の
沿
革
」
『
阪
大
法
学
」
六
六
巻
一
号
（
平
成
二
八
年
五
月
）
一
頁
以
下
、
九
一
三
頁

を
参
照
。

21)

非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
¥
C
I
I
□

員
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
4
i

□

い

前
掲
（
注
19)
拍
著
『
法
＼
氏
口
，
＇

22)

た
だ
し
、
非
常
勤
職
門
□

[

が
制
度
化
さ
れ
た
の
は
、

ー
i'

う
に
な
っ
た
の
は
、
わ
ず
か

労
働
法
72
話
』
一
八

0
頁
を
[

’

3

の
場
合
に
は
、
休
暇
期
間
が

し
，
；
口
：
間
」
と
な
る
。

，
＇
’
二
六
一
か
月
分
。
ち
な
み

9
バ

ー

訪

t
常
勤
職
員
と
同
じ
時
間
勤
咋
t

い

l
昂
大
学
短
時
間
勤
務
有
期
扉
ー
パ
，
vil口
丁
ロ
ロ
ロ

：
！
＼
化
前
に
勤
務
時
間
が
常
勤
職
し

□

対
し
て
、
基
本
給
の
ニ
―

R
げ炉！

口
叫
八
条
二
項
お
よ
び
同
規
則

と
で
あ
り
、
当
初
は
日
々
扉
！
閏

1
0
月
一
日
の
こ
と
に
す
ぎ
ふ
ふ
ぃ

（阪大法学） 66 (6-32) 106(〕



一賃金」に関する覚書 主
冗◇示

23)

以
上
の
ほ
か
、

担
っ
て
い
る
。

24)

非
常
勤
職
員
に
つ
い

分
限
処
分
規
定
に
つ
い

(26)

東
京
大
学
を
は
し
め
、
非
常
勤
職
員
を
対
象
と
し
た
休
職
訓
度
を
持
た
な
い
国
立
大
学
は
、
実
際
に
も
多
い
。
そ
の
大
半
は
、
法
人
化
前
と

同
様
、
欠
勤
（
傷
病
欠
勤
）
扱
い
と
し
て
、
こ
れ
を
処
理
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
大
阪
大
学
で
は
、
非
常
勤
職
員
に
対
し
て
も
、

休
職
期
間
が
「
労
働
契
約
の
期
間
を
超
え
な
い
範
囲
で
」
無
給
の
傷
病
休
職
訓
度
を
設
け
て
い
る
。
「
大
阪
大
学
非
常
勤
職
員
（
短
時
間
勤
務
職

員
）
就
業
規
則
」
―
一
条
一
項
一
号
お
よ
び
―
二
条
一
・
三
項
を
参
照
。

(27)

問
題
の
根
源
は
、
常
勤
職
員
の
休
暇
制
度
が
恵
ま
れ
す
ぎ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
り
と
て
、
労
働
条
件
の
不
利
往
変
更
問
題
も
あ
り
、
訴

訟
リ
ス
ク
を
考
え
る
と
、
年
次
休
暖
制
度
の
一
本
化
を
図
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

(28)

国
家
公
務
員
の
例
に
倣
い
、
大
半
は
「
勘
務
成
績
が
良
好
（
標
準
の
意
味
注
）
で
あ
る
職
員
」
と
し
て
、
毎
年
一
月
一
日
に
四
号
輯
昇

給
さ
せ
る
の
が
実
態
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
「
勤
務
成
績
が
極
め
て
良
好
で
あ
る
職
員
」
（
五
％
）
に
対
し
て
は
八
号
俸
、
「
勤
務
成
績
が
特
に

良
好
で
あ
る
職
員
」
（
二

0
%
）
に
対
し
て
は
六
号
俸
、
そ
れ
ぞ
れ
昇
給
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
前
掲
（
注
19)
拙
著
『
法
人
職
員
・
公

務
員
の
た
め
の
労
働
法
72
話
」
七

0

七
二
頁
を
参
照
。

(29)

「
大
阪
大
学
非
常
勤
職
員
（
短
時
間
勤
務
職
員
）
の
労
働
時
間
、
休
日
及
び
休
暖
等
に
関
す
る
細
則
」
八
条
一
項
一
号
（
業
務
災
害
に
つ
い

て
は
、
病
気
休
暖
の
朗
間
を
九

0
日
と
す
る
）
を
参
照
。
な
お
、
こ
こ
に
い
う
「
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
は
、
週
の
勤
務
時
間
が
三

0
時

間

以

下

）

の
者
を
指
す
（
ち
な
み
に
、
大
阪
大
学
で
は
、
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
を
週
四

0
時
間
と
し
て
い
る
）
。

6

(30)

「
大
阪
大
学
教
職
員
の
労
働
時
間
、
休
B
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
細
則
」
九
条
一
項
一
号
、
同
条
二
項
お
よ
び
附
則
第
二
項
を
参
照
。
な
お
、
沿

大
阪
大
学
の
場
合
、
法
人
生
）
＂
~
口
よ1
”
:

＼
□
い
て
も
、
傷
病
休
職
一
年

n
/

が
し
て
い
る
。
「
大
阪
大
学
教
職
、

i

与
規
程
」
四
一
条
二
項
を
会
冑
く
口
昌
員
に
つ
い
て
は
、
傷
病
休
齢
し
]/11

又
部
科
学
省
共
済
組
合
に
よ
っ
ダ

傷

病

手

当

金

の

支

給

を

受

げ

ハ

＼

／

ー

た

無

給

休

職

と

傷

病

手

当

今

の

関

係

に

つ

い

て

は

、

掲
（
注
19)
拙
著
『
法
人
誓
ii、
口

/

働

法

72
話
』
九
五
ー
九
六
百
、

の
刷
度
も
な
い
が
、
こ
こ

I”
ふ
□

汀
象
と
し
た
適
用
除
外
規
定
が
パ
い

五
条
に
い
う
「
勤
務
し
な
い

ヽ
l✓ l 

の
適
用
が
あ
る
と
解
す
る
ほ
い

ー
カ
法
が
、
実
務
で
は
そ
の

1061 [2017. 3 l 
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